
  

 

 

 

 

電気自動車（ハイブリッド車等）の点検・整備に携わる方を対象に、短期間の職業訓練として、労働安全衛生法第59条第3項

及び労働安全衛生規則第36条4号の2に基づく「電気自動車等の整備業務に係る特別教育(学科･実技)」を実施します。

多数の参加をお待ちしております。 
 

【対 象 者】 EV、HVの点検等に携わる在職者 

【講習日時】 令和7年11月30日（日）、12月6日（土）の2日間コース 9：00～16：00 

【実施会場】 岡山県立北部高等技術専門校美作校 

【受 講 料】 3，240円（受講決定後、納入通知書を送付します） 

【テキスト代】 1，650円（下記に示すテキストを、あらかじめ各自で御準備ください） 

低圧電気取り扱い業務（電気自動車等の整備作業における特別教育用テキスト）日本自動車整備振興会連合会 

【定 員】 20名(応募者多数の場合は抽選とします) 

【講 師】 岡山県立北部高等技術専門校美作校 副参事 守谷 昌敏 主 任 山口 貴樹 

主 任 柴田 裕紀 主 任 竹下 友成 

西日本三菱自動車販売(株)中四国営業本部(特別教育修了後の実技指導) 

【応募方法】 

◆募集期間 令和７年１０月２７日（月）～１１月７日（金）必着 

◆受講申込 在職者訓練受講申込書に必要事項を記入の上、当専門校に持参又は郵送で提出してください。 

（FAXでの申込みは受け付けておりません） 

◆申 込 書 在職者訓練受講申込書は当専門校に備えておりますが、当専門校のホームページからダウンロードする

こともできます。 
 

◆受講決定  受講決定者に対しては開講前に受講決定通知書兼受講票と納入通知書（受講料）を送付いたしますので、

納入通知書の領収書を受講決定通知書兼受講書の裏面に貼付し、受講初日にご持参ください。 

【講習内容】 

時間 令和7年11月30日（日） 令和7年12月6日（土） 

9:00～12:00 
学科(低圧の電気に関する基礎知識、低圧の

電気装置に関する基礎知識) 
学科(電気自動車等の整備作業の方法、関係法令) 

12:00～13:00 昼  休  憩 

13:00～14:00 
学科(低圧の電気装置に関する基礎知識、低

圧用の安全作業用具に関する基礎知識） 

実技(電気自動車等の整備作業の方法) 

14:10～16:00 
実技(電気自動車の構造、レスキュー時の運送方法、

ジャッキアップの方法、板金時の留意点) 

※ 上表網掛け部分は、労働安全衛生法に基づく特別安全教育のカリキュラムのため、全て受講することが特別教育修了の

要件となります（修了証を交付します）。また、実習車は、アイミーブ及びアウトランダーPHEV 又はエクリプスクロス PHEV

（西日本三菱自動車販売(株)中四国営業本部提供）を使用します。 
 

【お問合わせ先】 

岡山県立北部高等技術専門校美作校   〒707-0053 美作市安蘇345電話：0868-72-0453 
※ 応募者少ない等の都合により、開講できない場合があります。 


